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墨田区規則第６５号 



   墨田区物品管理規則の一部を改正する規則 

 墨田区物品管理規則（昭和３９年墨田区規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１１号を削り、同条中第１２号を第１１号とし、第１３号を第１２号とす

る。 

 第５条の見出し中「目的別分類」を「分類」に改め、同条第１項中「予算で定める

物品に係る経費の目的に従い、」を「所属別に」に改め、同条第２項を削る。 

 第８条第２項中「物品受入（払出）通知書（物品分類換通知書及び物品組替通知書 

を含む。以下同じ。）」を「物品出納通知書又は物品組替通知書」に改め、「、分類」

を削り、「受入れ（払出し）（分類換え及び」を「受入れ又は払出し（」に改める。 

 第１１条第１項中「、墨田区認定こども園」を削る。 

 第１３条の見出し中「物品受入（払出）通知書」を「出納員」に改め、同条中「、

物品受入(払出)通知書」を「、物品出納通知書又は物品組替通知書」に、「当該物品

受入（払出）通知書」を「当該物品出納通知書又は物品組替通知書」に改め、同条第

１号中「物品受入（払出）通知書」を「物品出納通知書」に改め、同条第２号及び第

３号中「受入れ（払出し）」を「受入れ又は払出し」に改める。 

 第１４条中「物品受入通知書」を「物品受入通知書又は物品出納通知書」に改める。 

 第１５条第１項中「収得品受入通知書」を「物品出納通知書」に改める。 

 第１６条第２項中「物品請求書を受けたときは、物品払出通知書」を「物品を供用

する必要がある場合は、物品出納通知書」に、「供用物品引渡書を添えて」を「物品

出納通知書の内容に過誤がないか確認して」に改める。 

 第１７条第１項中「交付物品払出通知書」を「物品出納通知書」に、「交付物品引

渡書」を「物品引渡書」に改める。 

 第１９条第４項中「寄託物品払出通知書を、寄託を受ける課長又は所長は寄託物品

受入通知書をそれぞれ作成し、所属の出納員に送付」を「及び寄託を受ける課長又は

所長は、それぞれ物品出納通知書により所属の出納員に通知」に改め、同項後段を次

のように改める。 

この場合において、寄託をする出納員は物品引渡書を添えて物品を引き渡し、寄

託を受ける出納員は、物品受領書と引換えに、当該物品を受領するものとする。 



 第２０条中「、供用不適品報告書」を削る。 

 第２２条第２項中「物品返納書を作成し、課長又は所長に提出」を「課長又は所長

に報告」に改め、同条第３項中「物品返納書」を「前項の規定による報告」に、「物

品受入通知書」を「物品出納通知書」に改める。 

 第２３条中「、供用不適品報告書を作成し」を削る。 

 第２７条及び第２８条を次のように改める。 

第２７条及び第２８条 削除 

 第３０条第１項第１号中「受入れ」を「払出し」に、「物品所属換請求書」を「物

品出納通知書」に、「物品の払出し」を「所属の出納員及び物品の受入れ」に改め、

同条第２号中「物品所属換請求書」を「物品出納通知書」に、「物品所属換決定通知 

書を作成し、受入れをする課長又は所長に送付すると同時に、物品払出通知書により」 

を「当該物品出納通知書の内容を確認し、所属の」に改め、同項第３号を削り、同項 

第４号中「物品払出通知書」を「物品出納通知書」に、「受入れ」を「物品の払出し」

に、「所属換物品受領書」を「物品引渡書」に、「所属換物品引渡書」を「物品受領

書」に改め、同号を同項第３号とし、同条第２項を削る。 

 第３３条第２項中「売却物品払出通知書」を「物品出納通知書」に改める。 

 第３４条第１項中「不用品廃棄処分調書」を「物品出納通知書」に改め、同条第２

項を削る。 

 第３８条第２項中「分類換え又は」を削る。 

 第４７条第１項中「物品受入（払出）通知書」を「物品出納通知書」に改める。 

 墨田区物品管理規則付属様式目次中「第３号様式 物品分類換通知書 第２８条」

を「第３号様式 削除」に改める。 

 第３号様式を次のように改める。 

第３号様式 削除 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


